
一
頁

関
税
暫
定
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

関
税
暫
定
措
置
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
三
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
の
八
第
一
項
第
二
号
イ
中
「
こ
の
項
及
び
第
六
項
、
次
条
第
一
項
第
二
号
イ
及
び
ロ
、
第
六
項
並
び
に
第
十
項
第
二

号
イ
及
び
ロ
並
び
に
第
七
条
の
十
第
一
項
第
二
号
イ
及
び
ロ
、
第
七
項
並
び
に
第
十
一
項
第
二
号
イ
及
び
ロ
に
お
い
て
」
を
削

る
。第

七
条
の
十
第
七
項
中
「
こ
の
項
」
を
「
以
下
こ
の
項
」
に
改
め
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
特
定
の
貨
物
に
係
る
関
税
の
緊
急
措
置
）

第
七
条
の
十
一

経
済
上
の
連
携
に
関
す
る
日
本
国
と
フ
ィ
リ
ピ
ン
共
和
国
と
の
間
の
協
定
（
以
下
「
フ
ィ
リ
ピ
ン
協
定
」
と

い
う
。
）
に
基
づ
く
関
税
の
譲
許
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
単
に
「
譲
許
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
特
定
の
種
類
の
貨
物
（
フ

ィ
リ
ピ
ン
協
定
第
十
八
条
１
の
規
定
に
基
づ
き
譲
許
の
便
益
の
適
用
を
受
け
る
も
の
に
限
る
。
）
の
輸
入
の
増
加
（
本
邦
の

国
内
総
生
産
量
に
対
す
る
比
率
の
増
加
を
含
む
。
）
の
事
実
（
第
九
項
及
び
第
十
一
項
に
お
い
て
「
フ
ィ
リ
ピ
ン
特
定
貨
物

の
輸
入
増
加
の
事
実
」
と
い
う
。
）
が
あ
り
、
当
該
貨
物
の
輸
入
の
増
加
が
重
要
な
原
因
と
な
つ
て
、
こ
れ
と
同
種
の
貨
物

そ
の
他
用
途
が
直
接
競
合
す
る
貨
物
の
生
産
に
関
す
る
本
邦
の
産
業
に
重
大
な
損
害
を
与
え
、
又
は
与
え
る
お
そ
れ
が
あ
る



二
頁

事
実
（
第
九
項
及
び
第
十
一
項
に
お
い
て
「
本
邦
の
産
業
に
与
え
る
重
大
な
損
害
等
の
事
実
」
と
い
う
。
）
が
あ
る
場
合
に

お
い
て
、
国
民
経
済
上
緊
急
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
協
定
第
二
十
二
条
１
の
規
定
に
基
づ
き

、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
貨
物
及
び
期
間
（
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
期
間
と
通
算
し
て
三
年
以
内

に
限
る
。
）
を
指
定
し
、
次
の
措
置
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

指
定
さ
れ
た
貨
物
に
つ
い
て
フ
ィ
リ
ピ
ン
協
定
附
属
書
一
の
日
本
国
の
表
に
基
づ
き
更
な
る
関
税
率
の
引
下
げ
を
行
う

も
の
と
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
指
定
さ
れ
た
期
間
内
に
輸
入
さ
れ
る
当
該
指
定
さ
れ
た
貨
物
の
全
部
に
つ
き
、
又

は
当
該
貨
物
の
う
ち
一
定
の
数
量
若
し
く
は
額
を
超
え
る
も
の
に
つ
き
、
更
な
る
関
税
率
の
引
下
げ
を
行
わ
な
い
も
の
と

す
る
こ
と
。

二

指
定
さ
れ
た
期
間
内
に
輸
入
さ
れ
る
指
定
さ
れ
た
貨
物
の
全
部
に
つ
き
、
又
は
当
該
貨
物
の
う
ち
一
定
の
数
量
若
し
く

は
額
を
超
え
る
も
の
に
つ
き
、
次
の
う
ち
い
ず
れ
か
低
い
税
率
（
フ
ィ
リ
ピ
ン
協
定
の
効
力
発
生
の
日
か
ら
起
算
し
て
六

年
を
経
過
す
る
日
の
属
す
る
年
度
の
末
日
ま
で
は
、
イ
に
掲
げ
る
税
率
）
の
範
囲
内
に
お
い
て
関
税
率
を
引
き
上
げ
る
こ

と
。

イ

実
行
税
率



三
頁

ロ

フ
ィ
リ
ピ
ン
協
定
の
効
力
発
生
の
日
の
前
日
に
お
け
る
実
行
税
率

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
措
置
を
と
る
場
合
に
お
い
て
、
特
別
の
理
由
に
よ
り
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
フ
ィ
リ

ピ
ン
協
定
第
二
十
二
条
５
⒠
の
規
定
に
基
づ
き
、
当
該
措
置
に
つ
き
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
期
間
と
通
算
し

て
三
年
を
超
え
四
年
以
内
の
期
間
を
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
措
置
を
と
る
場
合
に
お
い
て
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
し
よ
う
と
す
る
期
間
が
第
十
一
項
の

規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
期
間
と
通
算
し
て
一
年
を
超
え
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
協
定
第
二
十
二
条
５
⒠
の

規
定
に
基
づ
き
、
当
該
措
置
は
、
当
該
指
定
し
よ
う
と
す
る
期
間
内
に
お
い
て
一
定
の
期
間
ご
と
に
段
階
的
に
緩
和
さ
れ
た

も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
措
置
が
と
ら
れ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
特
別
の
理
由
に
よ
り
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き

は
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
協
定
第
二
十
二
条
５
⒠
の
規
定
に
基
づ
き
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
指
定

さ
れ
た
期
間
を
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
期
間
と
通
算
し
て
四
年
以
内
に
限
り
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

５

政
府
は
、
前
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
期
間
を
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た

期
間
と
通
算
し
て
一
年
を
超
え
て
延
長
す
る
場
合
に
は
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
協
定
第
二
十
二
条
５
⒠
の
規
定
に
基
づ
き
、
当
該
措



四
頁

置
を
一
定
の
期
間
ご
と
に
段
階
的
に
緩
和
す
る
も
の
と
す
る
。

６

特
定
の
貨
物
に
つ
き
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
措
置
を
と
る
場
合
又
は
と
つ
た
場
合
に
は
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
協
定
第
二
十
二
条

５
⒟
に
規
定
す
る
協
議
に
よ
り
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
貨
物
以
外
の
貨
物
で
譲
許
が
さ
れ
て
い
る
も
の
に

つ
き
そ
の
譲
許
を
修
正
し
、
又
は
譲
許
が
さ
れ
て
い
な
い
も
の
に
つ
き
新
た
に
譲
許
を
し
、
そ
の
修
正
又
は
譲
許
を
し
た
後

の
税
率
を
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

７

フ
ィ
リ
ピ
ン
に
お
い
て
フ
ィ
リ
ピ
ン
協
定
第
二
十
二
条
１
の
規
定
に
よ
る
措
置
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
フ

ィ
リ
ピ
ン
の
緊
急
措
置
」
と
い
う
。
）
が
と
ら
れ
た
場
合
に
は
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
協
定
第
二
十
二
条
６
⒝
及
び
⒞
の
規
定
に
基

づ
き
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
譲
許
が
さ
れ
て
い
る
貨
物
を
指
定
し
、
そ
の
貨
物
の
全
部
又
は
一
部
に
つ
き
譲
許

の
適
用
を
停
止
し
、
実
行
税
率
の
範
囲
内
の
税
率
に
よ
る
関
税
を
課
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
緊
急

措
置
が
フ
ィ
リ
ピ
ン
協
定
第
二
十
二
条
１
の
規
定
に
よ
り
フ
ィ
リ
ピ
ン
に
お
け
る
特
定
の
貨
物
の
輸
入
数
量
の
増
加
の
事
実

に
基
づ
き
と
ら
れ
た
も
の
で
あ
つ
て
、
か
つ
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
緊
急
措
置
が
と
ら
れ
た
日
か
ら
一
年
を
経
過
し
て
い
な
い
場

合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

８

前
二
項
の
規
定
に
よ
る
措
置
は
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
効
果
が
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
措
置
の
補
償
又
は
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
緊
急



五
頁

措
置
に
対
す
る
対
抗
措
置
と
し
て
必
要
な
限
度
を
超
え
ず
、
か
つ
、
そ
の
国
民
経
済
に
対
す
る
影
響
が
で
き
る
だ
け
少
な
い

も
の
と
す
る
よ
う
な
配
慮
の
も
と
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

９

政
府
は
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
特
定
貨
物
の
輸
入
増
加
の
事
実
及
び
こ
れ
に
よ
る
本
邦
の
産
業
に
与
え
る
重
大
な
損
害
等
の
事
実

に
つ
い
て
の
十
分
な
証
拠
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
事
実
の
有
無
に
つ
き
調
査

を
行
う
も
の
と
す
る
。

前
項
の
調
査
は
、
当
該
調
査
を
開
始
し
た
日
か
ら
一
年
以
内
に
終
了
す
る
も
の
と
す
る
。

10

政
府
は
、
第
九
項
の
調
査
が
開
始
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
調
査
の
完
了
前
に
お
い
て
も
、
十
分
な
証
拠
に
よ
り
、

11
フ
ィ
リ
ピ
ン
特
定
貨
物
の
輸
入
増
加
の
事
実
及
び
こ
れ
に
よ
る
本
邦
の
産
業
に
与
え
る
重
大
な
損
害
等
の
事
実
を
推
定
す
る

こ
と
が
で
き
、
国
民
経
済
上
特
に
緊
急
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
協
定
第
二
十
二
条
４
⒜
及
び

⒟
の
規
定
に
基
づ
き
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
貨
物
及
び
期
間
（
二
百
日
以
内
に
限
る
。
）
を
指
定
し
、
次
の
措

置
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

指
定
さ
れ
た
貨
物
に
つ
い
て
フ
ィ
リ
ピ
ン
協
定
附
属
書
一
の
日
本
国
の
表
に
基
づ
き
更
な
る
関
税
率
の
引
下
げ
を
行
う

も
の
と
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
指
定
さ
れ
た
期
間
内
に
輸
入
さ
れ
る
当
該
指
定
さ
れ
た
貨
物
の
全
部
に
つ
き
、
又



六
頁

は
当
該
貨
物
の
う
ち
一
定
の
数
量
若
し
く
は
額
を
超
え
る
も
の
に
つ
き
、
更
な
る
関
税
率
の
引
下
げ
を
行
わ
な
い
も
の
と

す
る
こ
と
。

二

指
定
さ
れ
た
期
間
内
に
輸
入
さ
れ
る
指
定
さ
れ
た
貨
物
の
全
部
に
つ
き
、
又
は
当
該
貨
物
の
う
ち
一
定
の
数
量
若
し
く

は
額
を
超
え
る
も
の
に
つ
き
、
次
の
う
ち
い
ず
れ
か
低
い
税
率
（
フ
ィ
リ
ピ
ン
協
定
の
効
力
発
生
の
日
か
ら
起
算
し
て
六

年
を
経
過
す
る
日
の
属
す
る
年
度
の
末
日
ま
で
は
、
イ
に
掲
げ
る
税
率
）
の
範
囲
内
に
お
い
て
関
税
率
を
引
き
上
げ
る
こ

と
。

イ

実
行
税
率

ロ

フ
ィ
リ
ピ
ン
協
定
の
効
力
発
生
の
日
の
前
日
に
お
け
る
実
行
税
率

政
府
は
、
第
九
項
の
調
査
が
終
了
し
た
と
き
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
措
置
を
と
る
場
合
を
除
き
、
前
項
の
規
定
に
よ

12
り
課
さ
れ
た
関
税
を
速
や
か
に
還
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
同
項
の
規
定
に
よ
り
課
さ
れ
た
関
税
の
額
が
、
同
項
の
規
定

に
よ
る
措
置
が
と
ら
れ
て
い
た
期
間
内
に
輸
入
さ
れ
る
同
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
貨
物
に
つ
き
、
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
関
税
が
課
さ
れ
る
も
の
と
し
た
場
合
に
課
さ
れ
る
関
税
の
額
を
超
え
る
場
合
に
お
け
る
当
該
超
え
る
部
分
の
関
税
に
つ

い
て
も
、
同
様
と
す
る
。



七
頁

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
措
置
が
と
ら
れ
て
い
た
貨
物
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
措
置
が
終
了
し
た
日
か
ら
こ
れ
ら
の
措
置

13
が
と
ら
れ
て
い
た
期
間
に
相
当
す
る
期
間
又
は
一
年
間
の
い
ず
れ
か
長
い
期
間
を
経
過
し
た
日
以
後
で
な
け
れ
ば
、
同
項
又

は
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
る
措
置
を
と
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

政
府
は
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
協
定
の
効
力
発
生
の
日
か
ら
起
算
し
て
十
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
に
限
り
、
第
一
項
又
は
第

14
十
一
項
の
規
定
に
よ
る
措
置
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
八
条
の
九
第
一
項
に
規
定
す
る
譲
許
の
便
益
の
適
用
を
受
け
る
物
品
に
つ
い
て
は
、
第
一
項
又
は
第
十
一
項
の
規
定
は

15
、
適
用
し
な
い
。

前
各
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。

16
第
十
五
条
を
第
十
九
条
と
し
、
第
十
四
条
を
第
十
八
条
と
す
る
。

第
十
三
条
中
「
第
十
一
条
第
一
項
」
を
「
第
十
五
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
七
条
と
す
る
。

第
十
二
条
中
「
第
九
条
」
を
「
第
十
条
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
六
条
と
す
る
。

第
十
一
条
第
一
項
中
「
第
八
条
の
九
第
一
項
」
を
「
第
九
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
五
条
と
す
る
。

第
十
条
の
四
を
第
十
四
条
と
し
、
第
十
条
の
三
を
第
十
三
条
と
す
る
。



八
頁

第
十
条
の
二
中
「
第
八
条
の
九
第
一
項
」
を
「
第
九
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
二
条
と
す
る
。

第
十
条
第
二
号
中
「
第
八
条
の
九
第
一
項
」
を
「
第
九
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
一
条
と
す
る
。

第
九
条
を
第
十
条
と
し
、
第
八
条
の
九
を
第
九
条
と
す
る
。

第
八
条
の
八
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
フ
ィ
リ
ピ
ン
協
定
に
基
づ
く
関
税
割
当
制
度
）

第
八
条
の
九

フ
ィ
リ
ピ
ン
協
定
附
属
書
一
の
日
本
国
の
表
に
お
い
て
関
税
の
譲
許
が
一
定
の
数
量
を
限
度
と
し
て
定
め
ら
れ

て
い
る
物
品
に
つ
い
て
は
、
そ
の
譲
許
の
便
益
は
、
当
該
一
定
の
数
量
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
当
該
物
品
の
使
用
の
実
績
及

び
見
込
み
そ
の
他
国
民
経
済
上
の
必
要
な
考
慮
に
基
づ
い
て
政
府
が
行
う
割
当
て
を
受
け
た
者
が
そ
の
受
け
た
数
量
の
範
囲

内
で
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
輸
入
す
る
も
の
に
適
用
す
る
。

２

前
項
の
割
当
て
の
方
法
、
割
当
て
を
受
け
る
手
続
そ
の
他
同
項
の
規
定
の
適
用
に
関
し
て
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め

る
。

別
表
第
一
中
「
第
八
条
の
九
」
を
「
第
九
条
」
に
改
め
る
。

附

則



九
頁

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
法
律
中
第
七
条
の
十
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
第
八
条
の
八
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
及
び

附
則
第
二
条
の
規
定
は
経
済
上
の
連
携
に
関
す
る
日
本
国
と
フ
ィ
リ
ピ
ン
共
和
国
と
の
間
の
協
定
の
効
力
発
生
の
日
か
ら
、

そ
の
他
の
規
定
は
経
済
上
の
連
携
に
関
す
る
日
本
国
と
フ
ィ
リ
ピ
ン
共
和
国
と
の
間
の
協
定
の
効
力
発
生
の
日
又
は
平
成
十

九
年
四
月
一
日
の
い
ず
れ
か
早
い
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
輸
入
品
に
対
す
る
内
国
消
費
税
の
徴
収
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
二
条

輸
入
品
に
対
す
る
内
国
消
費
税
の
徴
収
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
年
法
律
第
三
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
十
四
条
第
一
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

七

関
税
暫
定
措
置
法
第
七
条
の
十
一
第
十
二
項
（
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
特
定
の
貨
物
に
係
る
暫
定
緊
急
措
置
に
係
る
関
税
の

還
付
）


